
内　　訳　　書

費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘　　　　　　　　要

柳島水再生センター クレーン点検整備業務

直接整備費 材 料 費 補 助 材 料 費 1 式

計

直 接 経 費 軽微な機械器具損料 1 式

テストウエイト損料 1 式

4.9 ｔ 吊 り 2 日

計

労 務 費 一 般 労 務 費 設 備 機 械 工 人

点 検 整 備 工 費 機械設備据付工 人

計

計

間接整備費 共 通 仮 設 費 1 式

計

現 場 管 理 費 1 式

計

ラ フ テ レ ー ン
ク レ ー ン 貸 料



費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘　　　　　　　　要

点検整備間接費 1 式

計

計

点 検 整 備 原 価

一 般 管 理 費 等 1 式

点 検 整 備 費 計
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クレーン点検整備業務仕様書 

 

第１章 総則 

 

第１ 適用 

この仕様書は、公益財団法人神奈川県下水道公社柳島水再生センターにおけるク

レーン点検整備業務に適用します。 

 

第２ 用語の定義 

１ 指示とは、発注者側の発議によって公社監督員（以下「監督員」という。）が

受注者に対し、本工事に関する方針、基準及び計画等を示し、実施させることを

いいます。 

２ 承諾とは、受注者側の発議によって受注者が監督員に報告し、監督員が了解す

ることを言います。 

３ 協議とは、監督員と受注者が対等な立場で討議し、結論を得ることをいいます。 

 

第３ 法令の遵守 

受注者は、業務の実施に当たって、関係法令、基準及び規格等を守って、業務の

円滑な進捗を図ってください。 

 

第４ 仕様書・図書等 

１ 仕様書及び添付図面等に不明な点等があった場合は、協議のうえ適切な処理を

してください。 

２ 本業務について、設計図書が本仕様書と一致しない場合も、前項に準じて処理

してください。 

 

第５ 打ち合わせ 

本業務における指示、承諾及び協議等伝達事項は、原則として書面（工事打合せ

簿）により行います。 

 

第６ 作業計画書 

受注者は、業務着手前に、業務を実施するために必要な次の事項を記載した作業

計画書を作成し、監督員に提出することとします。 

（１）業務概要 

（２）点検内容 
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（３）作業手順 

（４）実施工程表 

（５）組織図 

（６）安全管理 

（７）緊急時連絡体制表 

 

第７ 安全管理 

１ 受注者は業務の期間中、労働安全衛生法及び公害防止法等の法令、規則及び基

準等を充分に守って、場内及び付近の住民に迷惑を及ぼさないよう適切な措置を

とってください。 

２ 受注者は、現場における従業員の安全を第一とし、所属の作業員には安全帽及

び安全靴の着用を、現場においては危険箇所の明示等安全に関する対策を充分に

実施してください。また、作業員の監督、特に火気及び電気の使用については充

分留意し、事故の発生を防止してください。 

３ 受注者は、日頃から作業員に対して、大津波警報等に備えた避難場所及び避難

経路を周知し、防災意識向上に努めてください。 

 

第８ 他の工作物の保護 

受注者は、業務の実施に当たって、周囲にある地上及び地下の既設構造物等を損

傷、或いは障害とならないように監督員と協議の上、必要な防護措置を取ってくだ

さい。 

 

第９ 機器および業務用材料の保管 

受注者は、業務完了までの受注者の管理に属する機器及び業務用材料等の保管防

護に関するすべての責任をもつものとします。 

 

第 10 周辺の整理 

１ 受注者は、本業務によって発生した塵埃、不用物等は随時場外に搬出し、業務

場所及びその周辺は常に整理してください。 

２ 受注者は、業務完了時にはすべての障害物及び仮設物等を除去して、清掃を行

ってください。 

 

第 11 事故の発生 

受注者は、業務の実施に影響を及ぼす事故、人命に損傷を生じた事故、又は第三

者に損傷を与えた事故が発生したときには、応急処置をとるとともに、速やかにそ
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の状況を監督員に報告してください。 

 

第 12 有資格者 

クレーンの運転操作及び玉掛け作業に当たっては、資格のある者が行うこととし

ます。 

 

第 13 報告書等 

受注者は、業務完了後速やかに、点検整備報告書を保管に便利なように作成して

２部提出してください。 

また、点検業務に係わる作業過程を明瞭にするために、適時日付明示の写真を撮

影し、その複製（カラー）を報告書とともに提出してください。 

 

 

第２章 業務内容 

 

第１ 概要 

本業務は、柳島水再生センター内に設置されているクレーンについて、荷重試験

を含む点検整備行い、当該設備の安全を確保するものです。 

 

第２ 点検整備対象クレーン 

番

号 
設置場所 機種 製造会社 定格荷重 

検査証 

有効期限 

1 
低段ポンプ棟 

（1F 屋外） 
テルハ 

株式会社関ヶ原

製作所 
１０t 

令和 6 年 

12 月 10 日 

2 
低段ポンプ棟 

（B1F 電動機室） 

ホイスト式 

天井クレーン 

株式会社関ヶ原

製作所 
１０t 

令和 6 年 

12 月 9 日 

3 
ブロワ棟 

（1F ブロワ室） 

ホイスト式 

天井クレーン 

石川島クレーン株

式会社 
１５ｔ ※ 

令和 7 年 

7 月 22 日 

4 
高段ポンプ棟 

（1F 電気室） 

クラブトロリ式 

天井クレーン 

株式会社大倉製

作所 
７．５t 

令和 7 年 

7 月 24 日 

※使用制限荷重 10t 

 

第３ 作業内容 

１ 点検整備 

クレーン等安全規則に基づき、天井クレーンの構造部分、機械部分、電気部分、
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ワイヤロープ、つり具、基礎の異常の有無についての点検及び荷重試験を行うも

のとします。 

テストウエイトは点検整備対象クレーン設置場所にトラック等で直接搬入する

ことができないため、トラッククレーン等で搬入してください。 

なお、ブロワ棟天井クレーンの荷重試験については、ブロワ棟内の設備配置の

関係から定格での検査が困難となるため、テストウエイト 10t で行うものとしま

す。 

２ 性能検査の立会い 

発注者側で別に発注する性能検査の立会い及び必要な操作を行うものとします。 

なお、荷重試験及び性能検査に必要なテストウエイトは、受注者側で準備する

ものとします。 

 

第４ 業務実施時期 

本業務は、クレーンの性能検査までに実施することとし、詳細については、監督

員と協議し決定するものとします。 

性能検査については、11 月に実施する予定です。 

なお、性能検査対象機器は、低段ポンプ棟テルハ及び低段ポンプ棟天井クレーン

です。 

 

第５ 協議事項 

この仕様書に定める事項についての解釈及び業務実施に当たり生じた不明点につ

いては、監督員と協議して決定するものとします。 

 

以 上  

 



 業務箇所

縮 尺 － 図面番号 1/5

公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 下 水 道 公 社

件 名 クレーン点検整備業務

業務場所 柳島水再生センター

図 面 名 柳島水再生センター平面図

第２電気室

発電機室

ブロアー室

管理本館

特高受変電室

高段沈砂池ポンプ棟

低段沈砂池ポンプ棟

雨 水 沈 殿 池

第１汚泥棟

第二分水槽

砂ろ過棟

脱臭機棟

脱臭機棟

防
災
倉
庫

塩素混和池(2)

塩素滅菌棟

換気ファン室

換気ファン室

塩素滅菌棟

換気ファン室

旧第２電気室

塩素混和池(1)

汚泥焼却炉(4号炉) 

汚泥焼却炉(5号炉) 

１～３系

チ4

ＷＣ

ＷＣ
WC

チ5

チ6

C
C

チ7

Ｃ Ｃ

Ｗ Ｗ

バンガロー

仕

自転車置場

返流水ポンプ

トラックスケール

取
付
道
路
Ｂ
路
線

取付道
路Ｄ路線

取
付
道
路
Ａ
路
線

取付道路Ｃ路線

乗入部

ホテルチュー
ル

案内柱

案内柱

感知器

a

co

a

g

茅ヶ崎柳島店

a

a

松　林

汚

co

モービル茅ヶ崎海岸Ｓ．Ｓ

湘南海岸富士見石油（株）

シェルガーデン

ホテル

a

駐車場

g

a

g

g

a

g

a

co

a

g

Ｍ

駐車場

汚Ｍ

汚

汚

下

Ｍ

Ｍ

汚 汚

汚

Ｍ

汚

下

下

セブンイレブン

Ｆ

仕
汚

内藤釣具店

崎
ー

ク

ケ
ビ

茅

ホテ

ブ
ラ
チ

ブル
ル

バ
－

汚泥焼却炉(3号炉) 

電気棟

汚泥焼却炉(1号炉) 廃炉

汚泥焼却炉(2号炉) 廃炉

ケーキ貯留棟

非常排水ポンプ場

汚泥焼却炉（新１号炉）

第５電気室

チ9
Ｆ

ゲートボール場 研修センター

新第一分水槽

第２汚泥棟

第３汚泥棟

第１電気室

（７～９系）

（１～６系）

第二分水槽

終沈電気室

４～６系
終沈電気室

第二分水槽

低段ポンプ棟

高段ポンプ棟
プロワ棟



件 名

業務場所

図 面 名 低段ポンプ棟テルハ全体組立図

柳島水再生センター

クレーン点検整備業務

縮 尺 － 図面番号

公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 下 水 道 公 社

2/5



縮 尺 － 図面番号 3/5

公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 下 水 道 公 社

件 名 クレーン点検整備業務

業務場所 柳島水再生センター

図 面 名 低段ポンプ棟天井クレーン全体組立図



縮 尺 － 図面番号 4/5

公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 下 水 道 公 社

件 名 クレーン点検整備業務

業務場所 柳島水再生センター

図 面 名 ブロワ棟天井クレーン全体組立図



縮 尺 － 図面番号 5/5

公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 下 水 道 公 社

件 名 クレーン点検整備業務

業務場所 柳島水再生センター

図 面 名 高段ポンプ棟天井クレーン全体組立図


